
❖お知らせの表記

❖十和田市役所の住所
〒 034-8615　
十和田市西十二番町6番１号

※土・日曜日、休日は閉庁

お知らせ

❖市ホームページ
https://www.city.towada.lg.jp/

QRコードはこちら▶

…申込先
問…問い合わせ先
※費用の記載がないものは無料です。

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

乱丁・落丁がある場合はお取り換えします
ので、ご連絡ください。

❖十和田市役所の電話番号
（代表）0176-23-5111

暮 ら し

　経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な場合に、本人の申
請により保険料の納付が「全額免除」「一部免除」または「納付猶予」
となる制度があります。
　保険料の免除や猶予を受けずに保険料を納めないままにしておくと、
将来、老齢基礎年金を受けられなくなったり、減額されたり、万一のと
きの障害・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
　保険料を納めることができない場合は、お早めにご相談ください。また、
免除申請は、マイナポータルからも手続きできますのでご利用ください。

必要なもの　▶本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
▶マイナンバーまたは基礎年金番号が分かるもの▶離職票または雇用保
険受給資格者証（失業している人のみ）▶代理人が申請する場合は、代
理人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）、委任状
（申請者と代理人の世帯が異なる場合）

国民年金保険料の免除申請を受け付けています

※本人・配偶者・世帯主の前年所得に基づき審査を行い
ます。その結果、免除の対象にならない場合があります。

　問【窓口で申請・相談する場合】国保年金課☎0176-51-6753　　八戸年金事
務所☎0178-44-1742【マイナポータルで申請する場合】ねんきん加入者ダイヤ
ル☎0570-003-004　（050から始まる電話でかける場合は　☎03-6630-2525）

マイナポータルからの申請についてはこちらから▶

下水道の正しい利用にご協力く
ださい

　近年、使用済み食用油や水に溶
けない異物（タオル、紙おむつ、
掃除用シートなど）の流入により、
下水道管や下水用ポンプを詰まら
せる事例が発生しています。
　一人一人がルールを守って正し
く利用しましょう。
問下水道課☎ 0176-25-4034

令和６年度排水設備工事責任技
術者試験（県下水道協会主催）

とき　10月 16 日㈬　午後２時～４時
ところ　青森市、弘前市、八戸市、
五所川原市
受験料　8,000 円（別途、振込手
数料が必要です。）
申し込み方法　下水道課に備え付
けの申込書に所定の書類を添え
て、直接申し込みください。
申込期限　７月 31 日㈬
※詳しくは、県下水道協会ホーム
ペ ー ジ（httpｓ://www.aomori-
pｓwa.jp） をご覧ください。
問下水道課☎ 0176-25-4015

官庁街通りの桜の更新について

　官庁街通りの桜は、老木化が進
んでおり、樹勢が衰えるにつれて
病気にかかる桜が増えています。
　腐朽菌などの病気により特に状
態が悪い桜を更新します。
本年度更新数　３本
更新箇所　中央交番前、ＮＴＴ前、
市民図書館前
植える桜の種類　▶ジンダイアケ
ボノ（推定樹齢8年、樹高４ｍ）
２本　▶イトシダレザクラ（推定
樹齢5年、樹高３ｍ）１本
更新時期　10 月～ 11 月ごろ
問都市整備建築課☎ 0176-51-6737

チャイルドシート・ジュニア
シートを取り付けましょう

　チャイルドシート・ジュニア
シートは交通事故の被害から子ど
もを守ります。
　６歳未満の子どもを自動車に乗
せて運転するときは、必ず取り付
けましょう。また、６歳を過ぎて
も身長が 140㎝に達するまでの使
用が推奨されています。
　助手席のエアバッグによる被害
を防ぐため、より安全な後部座席
に取り付けましょう。
　７月 ２1 日～ ３1 日は夏の交通安
全県民運動期間です。
問まちづくり支援課
☎ 0176-51-6777

借金に関する相談窓口

　相談員が借金の状況を伺い、必
要に応じて弁護士などに引き継ぎ
ます。一人で悩まず、ご相談くだ
さい。秘密厳守・無料です。
とき　平日　午前8時 ３0 分～正
午、午後１時～４時 ３0 分
相談専用　☎ 017-774-6488
問東北財務局青森財務事務所
☎ 017-722-1463
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45 歳以上の人の
転職・再就職をサポートします　　

　カウンセラーがマンツーマンで
サポートします。
とき・ところ　毎月第２・４水曜
日　午後１時～４時　友の会福祉
会館（八戸市）　ほか
※事前に申し込みが必要です。
※雇用保険受給資格者の求職活動
として認められます。
問ネクストキャリアセンタ－
あおもり☎ 017-723-6350


